
N o v .  2 0 2 1  N o . 4 9 4 法学教室 119

本書は，事例を素材に民事訴訟法の重要論点を深く考察し，事例の解き方・答案の書き方ま
で解説するものです。
資格試験を中心に事例問題に挑戦するときがあると思います。相手は横綱級の強敵。教科

書，判例百選，法学教室の民訴法特集など，文献を読み込んでもなかなか答案が書けるようにならな
い，点数が伸びないと悩んでいる人にこそ手に取ってほしい 1冊です。
　暗記した論証を吐き出すような小手先の技術では，強敵には太刀打ちできないのは，みなさん気付い
ていると思います。実戦に近い稽古を積んで，問題解決のための深い理解と思考を身につける，事例と
がっぷり四つで組み合える揺るぎない基礎力こそが重要，というコンセプトのもと作られたのが本書です。
　「法学教室」の大好評連載に，4事例を加え重要論点を網羅するだけでなく，コラム「答案作成の作
法」も追加するなど内容をブラッシュアップしました。勝ち星を摑むために是非。（鈴木）
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答案作成のためのヒントが満載。

※取り上げるテーマ・論点については，小社ウェブサイトの本書のページをご覧ください。
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民事訴訟法における答案作成の作法 2
名津井吉裕

事例問題はまず訴訟物から考える
　事例問題では，ある程度具体的な事実関係に基づく訴訟事件について設問が
用意される。例えば，次のような事例である。Xは Yから甲建物を 500 万円
で買い受ける売買契約（以下「本件契約」という）を締結し，代金全額をYに
支払った。しかし，Yが約束の引渡日に甲建物を引き渡さないので，Yを被告
として甲建物の引渡請求訴訟を提起した（以下「前訴」という）。Yは同訴訟に
おいて，契約当時はXの要望を容れて甲建物の売却を決めたが，契約には錯
誤があったと主張して争った。裁判所はXの請求を認容する判決をし，Yの
上訴も報われず，敗訴判決が確定した（以下「前訴判決」という）。Yはこれに
納得がいかず，本件契約をXの詐欺を理由に取り消したと主張し（以下「本件
主張」という），Xを被告として請求異議の訴えを提起した（以下「本訴」とい
う）。以上の事例について，本件主張は許されるかという設問があったとしよ
う。
　期末試験等の答案を見ていると，設問では，既判力の時的限界が問われてい
ることを指摘し，既判力の制度趣旨や既判力の基準時を定めた民事執行法 35
条 2項を説明し，本件主張は，基準時前に生じた事由であるから，既判力に
より遮断されるとだけ書いてくる答案が目立つ。しかし，この種の答案は良い
評価にならない。というのも，なぜ本件主張を遮断すべきなのかについて前訴
判決の既判力の生じる範囲を踏まえたあてはめが全くできていないからである。
評価する側からすると，この答案は単に結論を述べただけであり，加点しよう
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■ 答案作成時の要点

ア  設問  ⑴について
✓ 文書の所持者がその提出義務を負うのはどのような場合か。
✓ 職業の秘密に関する事項が記載されていることを理由に，文書の提出を
拒絶することができるのは，どのような場合か。
✓ 金融機関は，顧客の秘密情報が記載された文書について，顧客に対して
守秘義務を負うことを理由として，その提出を拒絶することができるか。

イ  設問  ⑵について
✓ 文書提出命令が発令されると文書の所持者，本案訴訟の当事者および秘
密情報の帰属主体は，それぞれどのような不利益を受けるか。
✓ 文書提出命令に対して文書に記載された秘密情報の帰属主体は即時抗告
をすることができるか。

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641138636

